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徳島県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業補助金 

事務局運営業務 仕様書 

 

１ 目的 

 医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従業員の処遇改

善及び医療機関等における経営の改善を行うため、県内事業者への補助金を交付する

に当たり、申請書類の受付・審査・問合わせ対応等の事務局運営業務を委託し、迅速か

つ的確に処理することを目的とする。 

 

２ 業務の名称 

徳島県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業補助金事務局運営業務 

 

３ 委託期間 

 契約締結の日から令和８年９月３０日（水）まで 

 

４ 業務概要 

 医療機関等における従業員の処遇改善及び経営の改善を行うため事業者に対して、

次の条件で補助金を支給するに当たり、その事務処理を行う。 

※想定申請件数 ９４３件（内訳：有床診療所 43、医科無床診療所 196   

歯科無床診療所 269、訪問看護ステーション 45、薬局 390） 

 

（１）交付対象者 

  徳島県内に所在する有床診療所（医科・歯科）、無床診療所（医科・歯科）、薬局

及び訪問看護ステーションであって、健康保険法上の保険医療機関コードが発行され

ており、令和７年４月１日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施

設。 

（２）交付額等 

    別添のとおり 

（３）事業期間（予定） 

     令和８年３月中旬～同年６月３０日（火） 

    ※受託者の努力により申請開始時期を早めることは可とする。 

    ※郵送の場合は申請受付期間最終日までの消印有効とする。 

（４）手続等 

    別に定める書類を添付し、事務局に提出する。事務局は提出を受けた書類を審査

し、申請者が交付要件を満たす交付対象者の申請書類及びとりまとめたデータを委託

者に報告する。 
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５ 委託業務の内容 

（１）申請書類の受付・審査業務等 

  ア 受付 

・受託者は、早急に事務局及びコールセンター等を開設し、事業者から提出された

申請書類の受付や、記載内容及び添付書類等について、十分な書面審査を行うこ

とができる体制を整えること。 

・申請者の利便性を考慮した申請方法とすること。 

・事業者から、申請書類の送付依頼があった場合は、郵送すること。 

 

  イ 審査 

・全ての申請書について、速やかに内容を確認するとともに、申請書類に不備があ

る場合は、各申請者に対し、修正や再提出依頼等の連絡調整を行うこと。 

 

【交付申請時の主な審査項目】 

・有床診療所については、病床数を証拠書類と突合し、整合を確認すること。 

・担当者名、電話番号、メールアドレスが記入されているか確認すること。 

・振込先口座名義・番号等に誤りが無いか通帳等と突合すること。 

・概算払いの申請があった場合には、金額や口座情報等を確認すること。 等 

 

【実績報告時の主な審査項目】 

・実績報告書の金額を交付決定の額と突合すること。 

・概算払いの精算があった場合には、金額等を確認すること。 等 

 

  ウ 申請状況一覧表の作成・提出 

・申請に関する台帳(申請者の名称、所在地、施設種別、病床数、電話番号、メー

ルアドレス、申請日、事業内容、交付申請額、実績報告日、所要額、概算・精算

の別等を記録。以下「台帳」という。)を作成すること。 

・県が指定する様式に、審査が完了した申請書に係る必要情報を入力した集計デー

タを作成・整理・蓄積すること。集計データは、施設区分毎のデータの検索、特

定、抽出、加工が容易にできるよう、施設区分毎のデータで整理・蓄積すること。 

・集計データ入力が完了した申請書を施設区分、申請日付ごとに整理し、編綴する

こと。 

・申請書類及び取りまとめデータを、委託者が指示する日までに送付すること。 

・申請書類を送付する際は、「有床診療所」「医科無床診療所」「歯科無床診療所」

「訪問看護ステーション」「薬局」ごとにドッジファイル等に分けて送付するこ

と。 

※補助金の交付事務（交付決定通知書の発行を含む）は委託者にて行う。 

 

  エ 交付決定等に関する通知の送付 

・審査が完了した申請者に対して、委託者が作成した交付決定通知書を郵送するこ
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と。 

 

  オ 不正受給防止の措置 

   ・審査時に、申請書類の内容及び台帳に基づき、同一事業者に係る申請の有無を確

認すること。 

   ・不正受給の疑いがあると認めた場合には、速やかに県に報告すること。 

   ・その他、必要な不正受給防止の措置を講じること。 

 

（２）県民及び事業者からの問合せ対応 

   ・補助金の申請方法、申請対象、申請要件等、想定される問合せ内容について、専

用の電話回線(コールセンター)を開設し、県民及び事業者からの問合せに対応で

きる体制を整備すること。また、開設当初１か月程度は多くの問合せがあるもの

と予測されることから、問合わせに対して充分な体制を整備するとともに、その

後は問合わせ件数に応じて適宜、柔軟に人員配置体制を見直すこと。 

・毎日の問合せ内容を整理し、日報として翌日までに県に報告すること。 

・「よくある質問・回答集」を作成・随時更新し、ホームページ等で広く周知する

こと。 

 

（３）広報・啓発業務等 

・本事業に関して、専用ホームページ作成などにより、広く県内の事業者に周知・

広報を行うこと。  

・国及び県の関連補助金についても、併せて広く県内の事業者に周知・広報を行う

とともに、申請のサポートに対応すること。 

・県が行う広報・啓発業務に協力すること。 

 

６ その他 

(１)本委託業務の開始時に、本委託業務の責任者及び業務を実施する者全員の名前や担

当名等を記載した体制図を県に提出すること。 

 (２)本委託業務の実施により知り得た個人情報について、漏えい等の防止その他の個人

情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、本委託業務の目的以外の目

的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 (３)本委託業務を行うに当たっての再委託については、次のとおりとすること。 

  ア 受託者は、本委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、５（２）コールセンター開設による問合わせ対応及びその他県が書面によ

りあらかじめ承諾した時は、その限りではない。 

  イ 県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対して本委託業務に係

る一切の義務を遵守させるものとする。 

 (４)必要となる会場・備品(消耗品を除く。)の調達については、リースやレンタルで対

応すること。 

 (５)本委託業務の実施に要した経費は、他の事業と経理を区分すること。また、帳簿及
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び全ての証拠書類を備え、常に収支の状況を明らかにし、本委託業務終了後、県に引

き継ぐこと。 

 (６)受託者は業務実施過程で発生した障がいや事故については、大小に関わらず県に報

告し指示を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。 

 (７)この仕様書に定めのない事項については、その都度、双方協議をして定めるものと

する。 

 


